
「
働
き
方
改
革

実
行
計
画
」
に
お

い
て
、
「
職
場
の

パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ

ン
ト
防
止
を
強
化

す
る
た
め
、
政
府

は
労
使
関
係
者
を

交
え
た
場
で
対
策

の
検
討
を
行
う
」

と
さ
れ
た
こ
と
を

踏
ま
え
て
、
職
場

の
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス

メ
ン
ト
の
定
義
実

効
性
の
あ
る
職
場

の
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス

メ
ン
ト
防
止
対
策

に
つ
い
て
の
検
討

を
行
う
た
め
、
平

成
二
十
九
年
五
月

か
ら
平
成
三
十
年

三
月
ま
で
の
間
に

合
計
十
回
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

報
告
書
は
、
検
討
会
で
の
議
論

を
踏
ま
え
て
、
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ

ン
ト
防
止
対
策
に
つ
い
て
の
検
討

結
果
を
次
の
六
項
目
に
取
り
ま
と

め
て
い
ま
す
。

一
．
は
じ
め
に

二
．
現
状

三
．
職
場
の
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン

ト
の
概
念

四
．
職
場
の
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン

ト
防
止
対
策
の
強
化

五
．
顧
客
や
取
引
先
か
ら
の
著
し

い
迷
惑
行
為

六
．
ま
と
め

こ
の
六
項
目
の
う
ち
、
五
．
顧

客
や
取
引
先
か
ら
の
著
し
い
迷
惑

行
為
に
つ
い
て
検
討
会
で
は
、
流

通
業
界
や
介
護
業
界
、
鉄
道
業
界

に
多
発
す
る
顧
客
や
取
引
先
か
ら

の
暴
力
や
悪
質
な
ク
レ
ー
ム
な
ど

の
著
し
い
迷
惑
行
為
が
職
場
の
パ

ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
類
似
性
が

あ
る
も
の
と
し
て
議
論
さ
れ
ま
し

た
。意

見
と
し
て
、

◎

事
業
主
が
顧
客
に
対
し
て
あ

ら
か
じ
め
著
し
い
迷
惑
行
為
を

し
な
い
よ
う
直
接
働
き
か
け
る

こ
と
は
難
し
い
が
、
雇
用
す
る

労
働
者
に
対
し
て
取
引
先
の
労

働
者
等
に
対
し
て
著
し
い
迷
惑

行
為
を
し
な
い
よ
う
周
知
・
啓

発
す
る
こ
と
は
可
能
。

◎

事
業
主
に
対
応
を
求
め
る
の

み
な
ら
ず
、
関
係
省
庁
が
連
携

し
て
周
知
・
啓
発
な
ど
を
行
う

こ
と
で
、
社
会
全
体
で
機
運
を

醸
成
し
て
く
こ
と
が
必
要
。

（
例
え
ば
「
カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス

メ
ン
ト
」
や
「
ク
レ
ー
マ
ー
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
」
な
ど
特
定
の
名

前
や
そ
の
内
容
を
浸
透
さ
せ
る
。
）

◎

顧
客
や
取
引
先
か
ら
過
剰
な

要
求
が
あ
っ
た
場
合
に
、
そ
の

こ
と
が
企
業
に
と
っ
て
強
い
圧

力
と
な
り
、
そ
の
結
果
労
働
者

へ
の
負
荷
が
大
き
く
な
る
こ
と

が
、
職
場
の
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ

ン
ト
の
背
景
に
も
な
り
得
る
。

な
ど
が
示
さ
れ
ま
し
た
が
、
結

論
は
、
『
今
後
本
格
的
な
対
応
を

進
め
て
い
く
た
め
に
は
、
関
係
者

の
協
力
の
下
、
更
な
る
実
態
把
握

を
行
っ
た
上
で
、
具
体
的
な
議
論

を
深
め
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
』
と
し
て
い

ま
す
。

検
討
会
で
は
、
業
務
上
の
指
導

と
の
線
引
き
が
難
し
い
こ
と
か
ら

職
場
の
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に

該
当
す
る
か
否
か
の
判
断
が
難
し

い
た
め
、
現
場
で
労
使
が
対
応
す

べ
き
職
場
の
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン

ト
の
内
容
や
取
り
組
む
事
項
を
明

確
化
す
る
た
め
の
も
の
が
必
要
で

あ
る
こ
と
に
異
論
が
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。

ま
た
、
『
事
業
主
に
よ
る
一
定

の
対
応
措
置
を
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で

明
示
す
る
こ
と
で
今
よ
り
も
一
歩

進
ん
だ
取
組
を
推
進
す
る
こ
と
が

望
ま
し
い
』
と
い
う
意
見
が
示
さ

れ
ま
し
た
が
、
一
方
で
は
『
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
の
明
示
の
み
の
対
応
に

と
ど
ま
っ
た
場
合
は
、
行
政
等
に

よ
る
強
制
力
が
弱
い
た
め
取
組
が

進
ま
な
い
懸
念
が
あ
る
』
と
い
う

意
見
も
示
さ
れ
ま
し
た
。

今
後
は
、
労
働
政
策
審
議
会
で
、

検
討
会
で
議
論
し
た
対
応
案
や
、

現
場
で
労
使
が
対
応
す
べ
き
職
場

の
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
内
容

や
取
り
組
む
事
項
を
明
確
化
す
る

た
め
の
も
の
の
具
体
的
内
容
に
つ

い
て
、
議
論
・
検
討
が
進
め
ら
れ
、

厚
生
労
働
省
に
お
い
て
所
要
の
措

置
が
講
じ
ら
れ
る
こ
と
が
適
当
で

あ
る
と
締
め
く
く
っ
て
い
ま
す
。
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検
討
会
に
つ
い
て

検
討
会
の
報
告

厚
生
労
働
省
の
「
職
場
の
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止

対
策
に
つ
い
て
の
検
討
会
」
は
、
職
場
で
の
パ
ワ
ー
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
な
ど
の
防
止
策
を
盛
り
込
ん
だ
報
告
書
を
公
表

し
ま
し
た
。

報
告
書
の
ま
と
め

～

厚
労
省
・
検
討
会
よ
り
報
告

～



厚
生
労
働
省
で
は
、
四
月
一
日

か
ら
全
国
の
労
働
基
準
監
督
署
に
、

労
働
条
件
の
確
保
・
改
善
を
目
的

と
し
た
「
労
働
時
間
改
善
指
導
・

援
助
チ
ー
ム
」
を
編
成
し
ま
し
た
。

こ
の
チ
ー
ム
は
次
の
二
班
で
編
成

さ
れ
て
い
ま
す
。

①

労
働
時
間
相
談
・
支
援
班

全
国
の
労
働
基
準
監
督
署
内
に

「
労
働
時
間
相
談
・
支
援
コ
ー
ナ
ー
」

（
※
）
を
設
置
し
、
主
に
中
小
企

業
の
事
業
主
に
対
し
、
法
令
に
関

す
る
知
識
や
労
務
管
理
体
制
に
つ

い
て
の
相
談
へ
の
対
応
や
支
援
を

行
う
。

②

調
査
・
指
導
班

長
時
間
労
働
の
抑
制
と
過
重
労

働
に
よ
る
健
康
障
害
の
防
止
の
た

め
、
長
時
間
労
働
を
是
正
す
る
た

め
の
監
督
指
導
を
行
う
。

（
※
）
「
労
働
時
間
相
談
・
支
援
コ
ー

ナ
ー
」
と
は
・
・
・

主
に
中
小
企
業
の
事
業
主
を
対
象
に
、

窓
口
と
電
話
で
次
の
よ
う
な
相
談
を
受
け

付
け
る
。

（
一
）
三
六
協
定
を
含
む
労
働
時
間
制
度

全
般
に
関
す
る
相
談

（
二
）
変
形
労
働
時
間
制
な
ど
の
労
働
時

間
に
関
す
る
制
度
の
導
入
に
関
す

る
相
談

（
三
）
長
時
間
労
働
の
削
減
に
向
け
た
取

組
に
関
す
る
相
談

（
四
）
労
働
時
間
な
ど
の
設
定
に
つ
い
て

の
改
善
に
取
り
組
む
際
に
利
用
可

能
な
助
成
金
の
案
内

一
〇
日

○
雇
用
保
険
被
保
険
者
資
格
取
得

届
の
提
出
（
前
月
以
降
に
採
用
し

た
労
働
者
が
い
る
場
合
）

［
公
共
職
業
安
定
所
］

○
労
働
保
険
一
括
有
期
事
業
開
始

届
の
提
出
（
前
月
以
降
に
一
括
有

期
事
業
を
開
始
し
て
い
る
場
合
）

［
労
働
基
準
監
督
署

五
月
一
日

○
預
金
管
理
状
況
報
告
の
提
出

［
労
働
基
準
監
督
署
］

○
労
働
者
死
傷
病
報
告
の
提
出

（
休
業
四
日
未
満
、
一
月
～
三
月

分
）

［
労
働
基
準
監
督
署
］

○
健
保
・
厚
年
保
険
料
の
納
付

［
郵
便
局
ま
た
は
銀
行
］

○
日
雇
健
保
印
紙
保
険
料
受
払
報

告
書
の
提
出

［
年
金
事
務
所
］

○
労
働
保
険
印
紙
保
険
料
納
付
・

納
付
計
器
使
用
状
況
報
告
書
の
提

出

［
公
共
職
業
安
定
所
］

第104号 藤田社会保険労務士事務所だより 平成30年4月1日

四
月
一
日
か
ら
、
身
近
な
保
険

制
度
で
あ
る
国
民
健
康
保
険
と
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
が
大
き
く
変

更
さ
れ
た
こ
と
を
ご
存
知
で
し
ょ

う
か
。

関
心
の
あ
る
方
は
、
パ
ソ
コ
ン

や
ス
マ
ホ
で
『
厚
生
労
働
省
関
係

の
主
な
制
度
変
更
』
と
入
力
し
て

検
索
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

（
ぎ
ん
）

藤田社会保険労務士事務所

e-mail
k-fujita@k-fujita-sr.com

URL http://k-fujita-sr.com

TEL・FAX 075-611-5300

〒612-8017
京都市伏見区桃山南大島町1-4-41-504

編
集
後
記

四
月
の
労
務
手
続

［
提
出
先
・
納
付
先
］

労
働
時
間
な
ど
の
相
談
に
対
応

Ｑ 私は、今年5月から従業員５名を採用して会社の経営を始めようと

準備中です。残業等には36協定の届出が必要と聞きました。過半

数代表者の選出で気を付けることがありますか。

Ａ36協定の過半数代表者の選出ポイントは、次の2点です。

①、 労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者でないこと

過半数代表者となることができる労働者には要件があります。管理監督

者とは、一般的には部長、工場長など、労働条件の決定その他労務管理に

ついて経営者と一体的な立場にある人を指します。

過半数代表者の選出に当たっては、管理監督者に該当する可能性のある

人は避けた方がよいでしょう。

②、36協定を締結するための過半数代表者を選出することを明らかにし

て、投票や挙手などにより選出すること

過半数代表者を選出するための正しい選出手続きは、投票や挙手の他に、

労働者の話し合いや持ち回り決議などでもかまいません。ただし、労働者

の過半数がその人を支持していることが明確な手続きがとられていること

が必要です。

また、選出は、パートやアルバイトなどを含めたすべての労働者が手続

きに参加できるようにします。

社員親睦会の幹事などを自動的に過半数代表者にした場合は、36協定

締結のための選出ではありませんので、協定は無効です。改めて36協定

締結の過半数代表となることの信任を得ることになります。

会社の代表者が特定の労働者を指名するなど、使用者が選出した過半数

代表者との36協定は、過半数代表者が適正に選出されていないとして、

36協定自体が無効になり、時間外・休日労働をさせた時点で労基法違反

となります。

36協定の過半数代表者選出


